
「（仮称）北薩風力発電事業 環境影響評価方法書」に対する
環境の保全の見地からの知事意見

1 総括事項
(1) 環境影響評価を実施するに当たっては， 関係法令等を遵守するほか，

鹿児島県環境基本計画及び関係市町の環境基本計画等に記載のある環境に
配慮すべき事項についても十分勘案すること。

(2) 本事業計画の検討に当たり， 今後適切な方法により調査， 予測及び評
価を行い， その結果を踏まえて風力発電施設（取付道路等の付帯設備を含
む。 以下同じ。）の構造・配置又は位置· 規模（以下「配置等」という。）
を検討し， 環境への影響の回避又は低減に努めること。

また， 配置等を決定するに当たり， 環境の保全の見地から検討した経緯
及び内容については， 準備書以降の図書に適切に記載すること。

(3) 環境保全措置の検討に当たっては， 複数案の比較を行い， 環境影響の
回避・低減を優先的に検討し， 代償措置を優先的に検討することがないよ
うにすること。

また， 環境への影響の回避又は十分な低減ができない場合は， 風車の設
置基数の削減のほか， 事業計画の見直しを含めて検討すること。

(4) 環境影響評価を実施するに当たっては， 重要な動物の生息や植物の生
育が確認されるなど新たな事実が判明した場合には， 速やかに県及び関係
市町に報告し， 協議を行うとともに， 必要に応じて専門家などの意見を聴
取し， 選定項目などの見直し又は追加を検討のうえ， 適切に調査， 予測及
び評価を行うこと。

(5) 風力発電施設の配置等に係る具体的な事業計画が記載されていないと
ころであるが， 準備書においては， これらを明確に記載するとともに， 適
切な調査， 予測及び評価を行い， 実施する環境保全措置と併せて記載する
こと。

(6) 対象事業実施区域及びその周辺では， 他事業者による風力発電所の設
置計画に係る環境影響評価手続が進められており， 近接して風力発電施設
が立地することによる累積的な環境影響が懸念されることから， 風力発電
施設の配置等については， 事業者間で十分に協誂・調整を行った上で， 実
現可能な事業計画を準備書に記載すること。

また， 他事業者が計画している風力発電施設との累積的な影響が生じる
ことが懸念されることから， その影響について検討し， 適切に調査， 予測
及び評価を行うこと。

(7) 準備書の作成に当たっては， 事後調査（建設工事及び供用後の環境の
状況を把握するための調査）の要否について検討するとともに， 事後調査
結果において， 予測範囲を超える影響が確認された場合は， その対処方法
を検討すること。
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